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新型コロナウイルス緊急事態宣言解除による登校日のもち方について 

５月 14日(木)、39県において「緊急事態宣言」が解除されました。臨時休業につきま

しては５月 31 日(日)まで継続しますが、６月１日(月)の学校再開に向け、少しずつ生徒

の生活リズムを整えるため、５月 25 日(月)から登校日のもち方を下記のように変更しま

す。 

 

記 

１ ５月 25日(月)から５月 29日(金)までの登校日について 

・全クラスの生徒を A グループ（出席番号が奇数）と B グループ（出席番号が偶数）の２グル

ープに分け、時間差による分散登校日を行います。 

・各グループの生徒は２時間学校に滞在し、教室で授業等を受けます。 

 ５月 25日(月) ５月 26日(火) ５月 27日(水) ５月 28日(木) ５月 29日(金) 

8:30～10:00 Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ 

10:30～12:00 Ａグループ Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ Ａグループ 

※学校では三密を避け、事前・業間・事後に教職員による消毒作業を行います。 

 

２ 家庭へのお願い 

・引き続き朝の健康観察（検温等）を行うよう、お願いいたします。 

・登校時はマスクを着用、ジャージまたは体操着で登校させてください。（更衣時の３密を避

けるため） 

・体調に不安を感じる時は無理をせず、学校に連絡し、登校をひかえてください。 

・昇降口は７時４０分に解錠します。あまり早く登校しないようにしてください。 

 

３ その他 

・６月１日(月)以降の予定については、後日プリントを配付します。 
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